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＝年金は世代と世代の支え合い＝

町民課戸籍医療年金係（�２－２４５３）

函館年金事務所国民年金課（�０１３８－５６－１１６５）
お問い合わせ先

　20歳になったみなさん、ご成人おめでとうございます。
　国民年金は、20歳になったときから一生かかわってゆく社会保障
制度のひとつで、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、
国民年金に加入することが義務づけられています。就職・退職・結婚
など人生の節目には、加入する種類が変更することがありますので、
そのつど必ず確認するようにしましょう！

事　　業　　名　　称 契　　約　　業　　者 契約金額
（税込・円）

予定価格
（税込・円）

落札率
（％）

参　加
業者数

工　　期
（納期）

長万部中央跨線橋応急修繕工事 株式会社　藤　　 田　　 組 2,084,400 2,203,200 94.61 ６社 H29.３.24

長万部町有林一般造林事業（保育間伐） 山 越 郡 森 林 組 合 3,434,400 3,530,520 97.28 ３社 H29.１.20

森林整備センター分収林保育（搬出）間伐事業 山 越 郡 森 林 組 合 4,212,000 4,403,160 95.66 ３社 H29.２.28

森林整備センター分収林除伐（Ⅰ）事業 有限会社　緑　 土　 産　 業 1,134,000 1,180,440 96.07 ３社 H29.１.31

入 札 結 果 11月28日分

　所得が少ない、失業した、学生なので収入がない、など保険料を納めるのが難しいときは保険料の免除制度（学
生の方は、支払いを猶予される特例制度）があります。ぜひ一度窓口に相談にいらしてください。

20歳がスタート！
国 民 年 金

《保険料を納めるのが大変なときは！？》

学生、フリーター、自営業者
農業、漁業など

サラリーマン、公務員など
（厚生年金・共済組合の加入者・会社から
 健康保険証をもらっている方など）

サラリーマン、公務員
〈第２号被保険者〉に扶養されている配偶
者（専業主婦など）

あなたは  第１号被保険者  です。
保険料（月額16,260円）を毎月納めなく
てはなりません。

あなたは  第２号被保険者  です。
保険料は、給料から天引きされています。

あなたは  第３号被保険者  です。
保険料の負担はありませんが、配偶者の
会社に届出をしなければなりません。

（有料広告）

～国民年金には20歳以上60歳未満のすべての方が加入します～


